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本原原発第３８号 

令和６年２月１９日 

 

原子力規制委員会  殿  

 

名古屋市東区東新町１番地 

中部電力株式会社  

代表取締役社長 

社長執行役員 三田敏

雄  

 

 

 

 

浜 岡 原 子 力 発 電 所 原 子 炉 施 設 保 安 規 定  

変 更 認 可 申 請 書  
 

 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４

第１項の規定に基づき，下記のとおり浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定

の変更認可を申請致します。 

 

 

記 

 

 

１．変更の内容 

 昭和４９年５月２７日付け４９原第４７１９号で認可を受け，別表のとおり 

変更認可を受けた浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定について，別添（１）

「浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第１編）」の変更

後欄及び別添（２）「浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表

（第２編）」の変更後欄のとおり変更する。（ただし，下線は含まない。） 

  

林  欣吾  
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２．変更の理由 

（１）原子力本部の管理体制の見直しに伴う保安に関する組織及び職務の変更 

原子力本部の管理体制について，原子力部門を統括する原子力本部長が現場

との距離を縮め，経営層の立場から浜岡原子力発電所の運営に関する諸課題に

対して迅速な判断・対応を行うため，現行の原子力本部長－原子力部長－浜岡

原子力総合事務所長－発電所長といった四階層の体制を見直し，発電所長を原

子力部長管下から原子力本部長直下に所管変更するとともに，浜岡原子力総合

事務所長を廃止し，原子力本部長が，原子力部長，原子力土建部長，原子燃料

サイクル部長及び発電所長の行う保安活動を直接的に統括する体制とする。 

本変更に伴い，保安に関する組織及び職務が一部変更となることから，保安

規定第１編及び第２編の関連条文を変更する。 

 

３．施行期日 

本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から施行

する。 

 

以 上 
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浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可の経緯 

 認可年月日 認可番号 

１ 昭和５０年７月１５日 ５０原第６０３１号 

２ 昭和５０年１０月１５日 ５０原第８０８５号 

３ 昭和５１年６月１日 ５１安第３２３８号 

４ 昭和５１年１２月１３日 ５１安（原規）第１８６号 

５ 昭和５２年５月３１日 ５２安（原規）第１３４号 

６ 昭和５２年１０月３日 ５２安（原規）第２７０号 

７ 昭和５３年１月２６日  ５３安（原規）第１６号 

８ 昭和５４年７月１０日 ５４資庁第８３４８号 

９ 昭和５４年９月６日 ５４資庁第９９８９号 

１０ 昭和５４年１０月２２日 ５４資庁第１２０９７号 

１１ 昭和５４年１２月８日 ５４資庁第１５９３１号 

１２ 昭和５５年５月６日 ５５資庁第４９４０号 

１３ 昭和５５年８月５日 ５５資庁第９５２８号 

１４ 昭和５５年８月２９日 ５５資庁第１０６０２号 

１５ 昭和５６年３月３０日 ５６資庁第２６６２号 

１６ 昭和５６年６月１９日 ５６資庁第７４４４号 

１７ 昭和５６年８月２０日 ５６資庁第１０４４８号 

１８ 昭和５７年２月２６日 ５７資庁第２５３０号 

１９ 昭和５７年７月３１日 ５７資庁第１０８８１号 

２０ 昭和５８年８月２９日 ５８資庁第１１２１７号 

２１ 昭和５９年５月１８日 ５９資庁第４７６５号 

２２ 昭和５９年８月１７日 ５９資庁第１０１９２号 

２３ 昭和５９年１２月１０日 ５９資庁第１３４４９号 

２４ 昭和６０年５月１日 ６０資庁第４６７９号 

２５ 昭和６０年７月２５日 ６０資庁第８８８９号 

２６ 昭和６１年１０月１５日 ６１資庁第１１６４５号 

２７ 昭和６２年６月２９日 ６２資庁第８２０６号 

２８ 昭和６２年８月２５日 ６２資庁第１０２６５号 

２９ 昭和６３年２月４日 ６２資庁第１６３３４号 

３０ 昭和６３年４月６日 ６３資庁第２５００号 

３１ 平成元年３月３１日 元資庁第３５００号 

３２ 平成２年３月２３日 ２資庁第１８７８号 

３３ 平成２年９月２５日 ２資庁第９８２０号 

３４ 平成３年１月１７日 ２資庁第１４５２６号 

３５ 平成４年５月１３日 ４資庁第５７１９号 

３６ 平成４年１１月６日 ４資庁第１２０３０号 

３７ 平成５年６月２５日 ５資庁第７２４５号 

３８ 平成６年１月１９日 ５資庁第１３４９１号 

３９ 平成６年９月２６日 ６資庁第１０２３３号 

４０ 平成７年１０月２３日 ７資庁第１２０６９号 

４１ 平成８年３月２８日 ８資庁第１８９３号 

４２ 平成８年６月２５日 ８資庁第６６５９号 

４３ 平成８年１２月２０日 ８資庁第１１８５０号 

別表 
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 認可年月日 認可番号 

４４ 平成９年６月２６日 平成０９・０６・１１資第７号 

４５ 平成１０年１２月１７日 平成１０・１１・２４資第３５号 

４６ 平成１１年７月９日 平成１１・０５・３１資第１１号 

４７ 平成１３年１月５日 平成１２・０８・３１資第１７号 

４８ 平成１３年２月２３日 平成１３・０２・１５原第１１号 

４９ 平成１３年３月３０日 平成１３・０３・２３原第８号 

５０ 平成１３年１０月２９日 平成１３・０９・１２原第３号 

５１ 平成１４年３月１８日 平成１４・０２・２５原第４号 

５２ 平成１４年９月２０日 平成１４・０８・２１原第１０号 

５３ 平成１４年１２月２０日 平成１４・１２・０４原第２号 

５４ 平成１５年５月９日 平成１５・０４・１０原第１８号 

５５ 平成１５年８月６日 平成１５・０６・２６原第３号 

５６ 平成１５年１１月７日 平成１５・０９・２４原第５号 

５７ 平成１６年５月２０日 平成１５・１２・１８原第１２号 

５８ 平成１６年８月３日 平成１６・０７・０９原第２１号 

５９ 平成１６年１０月１５日 平成１６・０９・２９原第３号 

６０ 平成１７年１月１１日 平成１６・１２・０１原第３号 

６１ 平成１７年１２月２０日 平成１７・１２・０６原第４号 

６２ 平成１８年２月２２日 平成１８・０１・３１原第１２号 

６３ 平成１８年６月１５日 平成１８・０５・２９原第２号 

６４ 平成１８年１１月１日 平成１８・１０・１８原第９号 

６５ 平成１９年４月２５日 平成１９・０４・０２原第５号 

６６ 平成１９年６月２２日 平成１９・０６・０１原第３０号 

６７ 平成１９年９月１８日 平成１９・０７・２７原第１３号 

６８ 平成１９年１２月１３日 平成１９・０９・２８原第３４号 

６９ 平成１９年１２月１３日 平成１９・１１・３０原第２７号 

７０ 平成２０年６月２３日 平成２０・０６・０２原第２７号 

７１ 平成２０年８月２２日 平成２０・０７・１１原第２０号 

７２ 平成２０年９月１９日 平成２０・０９・０１原第９号 

７３ 平成２０年１２月１２日 平成２０・１０・３１原第２０号 

７４ 平成２１年１月１９日 平成２０・１２・２２原第１８号 

７５ 平成２１年２月１３日 平成２１・０２・０３原第２４号 

７６ 平成２１年６月１９日 平成２１・０５・２９原第１号 

７７ 平成２１年１１月１８日 平成２１・１０・１４原第９号 

７８ 平成２２年２月２５日 平成２２・０１・２９原第１０号 

７９ 平成２２年６月２４日 平成２２・０５・３１原第４号 

８０ 平成２２年１２月１３日 平成２２・１０・０７原第２号 

８１ 平成２３年２月１６日 平成２３・０２・０１原第４号 

８２ 平成２３年４月５日 平成２３・０３・０２原第８号 

８３ 平成２３年５月６日 平成２３・０４・０６原第１５号 

８４ 平成２３年５月１１日 平成２３・０４・２２原第１２号 

８５ 平成２３年６月２９日 平成２３・０６・０６原第８号 

８６ 平成２４年９月６日 ２０１２０８１３原第３７号 

８７ 平成２５年５月８日 原管廃収第１３０２１２００１号 

８８ 平成２５年６月２８日 原管Ｂ発第１３０６２７２号 
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 認可年月日 認可番号 

８９ 平成２５年１２月２４日 原管Ｂ発第１３１２２４１号 

９０ 平成２６年２月２１日 原管廃発第１４０２１９２号 

９１ 平成２６年６月２５日 原規規発第１４０６２４４号 

９２ 平成２６年９月３日 原規規発第１４０９０２２号 

９３ 平成２６年１１月７日 原規規発第１４１１０６２号 

９４ 平成２７年６月１０日 原規規発第１５０６１０１号 

９５ 平成２８年２月３日 原規規発第１６０２０３１７号 

９６ 平成２８年３月２日 原規規発第１６０３０２４号 

９７ 平成２８年３月２４日 原規規発第１６０３２４１６号 

９８ 平成２９年３月２日 原規規発第１７０３０２１号 

９９ 平成２９年４月２７日 原規規発第１７０４２７１１号 

１００ 平成２９年８月１６日 原規規発第１７０８１６２号 

１０１ 平成３０年３月１２日 原規規発第１８０３１２８号 

１０２ 平成３０年８月２１日 原規規発第１８０８２１５号 

１０３ 令和元年９月３日 原規規発第１９０９０３４号 

１０４ 令和２年２月７日 原規規発第２００２０７２号 

１０５ 令和２年６月３日 原規規発第２００６０３７号 

１０６ 令和２年８月３１日 原規規発第２００８３１１号 

１０７ 令和３年３月３１日 原規規発第２１０３３１２号 

１０８ 令和４年５月２５日 原規規発第２２０５２５１号 

１０９ 令和４年１１月９日 原規規発第２２１１０９２号 

１１０ 令和５年６月１日 原規規発第２３０６０１２号 

１１１ 令和５年８月２８日 原規規発第２３０８２８１号 

１１２ 令和５年１２月２１日 原規規発第２３１２２１３号 



 

 

別添（１） 

 

 

 

 

 

 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第１編） 

  



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第１編） 

1/5 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

（本 店） 
   

 
 品質マネジメントシステム管理責任者 

（経営考査室長） 

 
  

    経営考査室長 
   

       

 社 長  

       
 

品質マネジメントシステム管理責任者 

（原子力本部長） 
   

 

    
原子力本部長 

  
原子力部長 

 
※１        

        

       原子力発電保安審議会 
       

   

      
原子力土建部長       

       
   

 
  

原子燃料サイクル部長      

    

 
 
 
 
  

     
調達センター長     

    

【次頁に続く】 

図４(1) 保安に関する組織（本店） 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

（本 店） 
   

 
 品質マネジメントシステム管理責任者 

（経営考査室長） 

 
  

    
経営考査室長 

   

       

 社 長  

       
 

品質マネジメントシステム管理責任者 

（原子力本部長） 
   

 

    
原子力本部長 

  
原子力部長         

        

       原子力発電保安審議会 
   

 
  

 
   

      
原子力土建部長       

       
   

 
  

原子燃料サイクル部長      
       
      

※１       
     

     
調達センター長     

    

【次頁に続く】 

図４(1) 保安に関する組織（本店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（発電所長を原子力

部長管下から原子力

本部長直下に所管変

更） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

【前頁の続き】  

（浜岡原子力総合事務所）   
 

※１ 
  

浜岡原子力総合事務所長 
 

※２ 
    

  

 
 

 

（発電所）  

  
 

総括・品質 

保証部長 

  
総括管理課長     

    
品質保証グループ長     

    
検査管理課長     

      
                          

総 務 部 長 
  

資材調達課長     
      
  

運 営 基 盤  

部 長 

  
防災課長     

発電用原子炉主任技術者 
   

核物質防護課長    
電気主任技術者 

   
放射線管理課長    

ボイラー・タービン主任技術者 
   

デジタル技術課長    
        

※２ 
 

発 電 所 長  
    

発 電 部 長  

  
運転管理課長       

      
施設保安課長      

原子力発電所保安運営審議会  
   

廃棄物管理課長    
    

発電指令課長     
      
  

エンジニア 

リング部長 

  
安全・系統管理課長     

    
共通設計課長     

    
設計調達課長     

    
原子燃料課長     

      
     

保修管理課長   

保 修 部 長 

  
    

機械保修課長     
    

電気保修課長      
      
  

土 木 建 築  

部 長 

  
土木課長     

    
建築課長     

      
  

廃 止 措 置  

部 長  

  廃止措置計画課長     
    

廃止措置工事課長     
      
  

原子力研修センター所長   
      

図４(2) 保安に関する組織（浜岡原子力総合事務所及び発電所） 

 

【前頁の続き】  

 

 

 

 

（発電所）  

  
 

総括・品質 

保証部長 

  
総括管理課長     

    
品質保証グループ長     

    
検査管理課長     

      
                          

総 務 部 長 
  

資材調達課長     
      
  

運 営 基 盤  

部 長 

  
防災課長     

発電用原子炉主任技術者 
   

核物質防護課長    
電気主任技術者 

   
放射線管理課長    

ボイラー・タービン主任技術者 
   

デジタル技術課長    
        

※１ 
 

発 電 所 長  
    

発 電 部 長  

  
運転管理課長       

      
施設保安課長      

原子力発電所保安運営審議会  
   

廃棄物管理課長    
    発電指令課長     
      
  

エンジニア 

リング部長 

  
安全・系統管理課長     

    
共通設計課長     

    
設計調達課長     

    
原子燃料課長     

      
     

保修管理課長   

保 修 部 長 

  
    

機械保修課長     
    

電気保修課長      
      
  

土 木 建 築  

部 長 

  
土木課長     

    
建築課長     

      
  

廃 止 措 置  

部 長  

  廃止措置計画課長     
    

廃止措置工事課長     
      
  

原子力研修センター所長   
      

図４(2) 保安に関する組織（発電所） 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（浜岡原子力総合事務

所及び浜岡原子力総合

事務所長の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（発電所長を原子力

部長管下から原子力

本部長直下に所管変

更） 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（浜岡原子力総合事務

所の削除） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（保安に関する職務） 

第５条 職務については，以下に定める保安に関する職務のほか，会社規程である組織管理規程に従っ

て行う。 

 ２ 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

(1)  ［略］ 

(2)  ［略］ 

(3) 原子力本部長は，品質保証活動（内部監査を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステム管

理責任者として，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，原子力部門及び原

子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な

安全文化を育成及び維持するための活動を統括すると共に，原子力部長，原子力土建部長及び原

子燃料サイクル部長の行う保安活動を統括する。 

(4) 原子力部長は，原子力発電保安審議会の委員長として，原子炉施設の保安に関する基本的重要

事項の審議を主宰すると共に，浜岡原子力総合事務所長の行う保安活動を統括する。また，原子

力部門及び原子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活

動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を行う。 

(5)  ［略］ 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

 ３ 浜岡原子力総合事務所長は，発電所長の行う保安活動を統括する。 

 ４ 保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) 発電所長（以下「所長」という。）は，保安に関する業務を統括する。 

(2) ～ (31)  ［略］ 

(32) 第４項(3)から(29)の課長及びグループ長（以下「課長」という。），廃止措置計画課長，廃止

措置工事課長並びに原子力研修センター所長（以下「部署の長」という。）は，組織管理規程に

定める業務分掌に基づき緊急時の措置，保安教育並びに記録及び報告を行う。 

(33)  ［略］ 

(34) 各部署の長は，第４項に定める業務の遂行にあたって，グループ員，課員（当直員を含む。）

又は原子力研修センター員（以下「グループ員」という。）を指示・指導し，所管する業務を遂

行する。また，グループ員は，各部署の長の指示・指導に従い，業務を遂行する。 

 

 

 

 （保安に関する職務） 

第５条 職務については，以下に定める保安に関する職務のほか，会社規程である組織管理規程に従っ

て行う。 

 ２ 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

(1)  ［略］ 

(2)  ［略］ 

(3) 原子力本部長は，品質保証活動（内部監査を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステム管

理責任者として，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，原子力部門及び原

子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全

な安全文化を育成及び維持するための活動を統括すると共に，原子力部長，原子力土建部長，原

子燃料サイクル部長及び発電所長の行う保安活動を統括する。 

(4) 原子力部長は，原子力発電保安審議会の委員長として，原子炉施設の保安に関する基本的重要

事項の審議を主宰すると共に，原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。また，

原子力部門及び原子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるため

の活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を行う。 

(5)  ［略］ 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

 

 ３ 保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) 発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における保安に関する業務を統括する。 

(2) ～ (31)  ［略］ 

(32) 第３項(3)から(29)の課長及びグループ長（以下「課長」という。），廃止措置計画課長，廃止

措置工事課長並びに原子力研修センター所長（以下「部署の長」という。）は，組織管理規程に

定める業務分掌に基づき緊急時の措置，保安教育並びに記録及び報告を行う。 

(33)  ［略］ 

(34) 各部署の長は，第３項に定める業務の遂行にあたって，グループ員，課員（当直員を含む。）

又は原子力研修センター員（以下「グループ員」という。）を指示・指導し，所管する業務を遂

行する。また，グループ員は，各部署の長の指示・指導に従い，業務を遂行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（浜岡原子力総合事

務所長の職務を原子

力本部長の職務に移

管） 

（原子力部長の原子力

部における職務の明確

化） 

（浜岡原子力総合事務

所長の職務の削除） 

（発電所長の発電所

における職務の明確

化） 

（第３項の削除に伴う

項番号の繰り上げ） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（原子力発電所保安運営審議会） 

第７条 発電所に原子力発電所保安運営審議会（以下「保安運営審議会」という。）を設置する。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 保安運営審議会は，委員長，発電用原子炉主任技術者，電気主任技術者，ボイラー・タービン主任

技術者及び第５条第４項(2)から(32)に定める職位の内，発電指令課長を除く各職位に加え，委員長

が指名した者で構成する。 

 

 

 （原子力発電所保安運営審議会） 

第７条 発電所に原子力発電所保安運営審議会（以下「保安運営審議会」という。）を設置する。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 保安運営審議会は，委員長，発電用原子炉主任技術者，電気主任技術者，ボイラー・タービン主任

技術者及び第５条第３項(2)から(32)に定める職位の内，発電指令課長を除く各職位に加え，委員長

が指名した者で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（第５条第３項の削除

に伴う項番号の繰り上

げ） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

 

 

附  則（令和２５年１２月２４日     第 1312241号） 

（施行期日） 

第１条 本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から施行する。 

 

 

・附則第１条に施行期日

を規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添（２） 

 

 

 

 

 

 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

（本 店） 
    

 
 

品質マネジメントシステム管理責任者（経営考査室長） 

 
  

    経営考査室長 
   

       

 社 長  

       
 

品質マネジメントシステム管理責任者（原子力本部長）    
 

    
原子力本部長 

  
原子力部長 

 
※１        

        

       原子力発電保安審議会 
       

 
   

 
  

原子力土建部長      
       
      

原子燃料サイクル部長 
 

        
         
         
       

サイクル戦略グループ長        
         
       

バックエンド・輸送グループ長        

    

 
 
 

 
 
 

     
調達センター長     

    

 

【次頁に続く】 

図４(1) 保安に関する組織（本店） 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

（本 店） 
    

 
 

品質マネジメントシステム管理責任者（経営考査室長） 

 
  

    
経営考査室長 

   

       

 社 長  

       
 

品質マネジメントシステム管理責任者（原子力本部長）    
 

    
原子力本部長 

  
原子力部長         

        

       原子力発電保安審議会 
   

 
  

 
 

   
 

  
原子力土建部長      

       
      

原子燃料サイクル部長 
 

        
         
         
       

サイクル戦略グループ長        
         
       

バックエンド・輸送グループ長        
        
       

※１        
     

     
調達センター長     

    

 

【次頁に続く】 

図４(1) 保安に関する組織（本店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理

体制の見直しに伴う

保安に関する組織及

び職務の変更 

（発電所長を原子力

部長管下から原子力

本部長直下に所管変

更） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

【前頁の続き】  

（浜岡原子力総合事務所）   
 

※１ 
  

浜岡原子力総合事務所長 
 

※２ 
    

  

 
 

 

（発電所）  

  

 

総 括 ・ 品 質  
保 証 部 長  

  
総括管理課長     

    
品質保証グループ長     

    
検査管理課長     

      
                          

総 務 部 長 
  

資材調達課長     
      

 
 

運 営 基 盤  

部 長 

  
防災課長    

 
   

核物質防護課長    

 
   

放射線管理課長    

廃止措置主任者 
   

デジタル技術課長    
        

※２ 
 

発 電 所 長  
    

発 電 部 長  

  
運転管理課長       

      
施設保安課長      

原子力発電所保安運営審議会 
    

廃棄物管理課長     

  
   

発電指令課長    
      
  

エ ン ジ ニ ア  

リ ン グ 部 長 

  
安全・系統管理課長     

    
共通設計課長     

    
設計調達課長     

    
原子燃料課長     

      
     

保修管理課長   

保 修 部 長 

  
    

機械保修課長     
    

電気保修課長      
      
  

土 木 建 築  

部 長  

  
土木課長     

    
建築課長     

      
  

廃 止 措 置  

部 長  

  
廃止措置計画課長     

    
廃止措置工事課長     

      
  

原子力研修センター所長   
      

 

図４(2) 保安に関する組織（浜岡原子力総合事務所及び発電所） 

 

【前頁の続き】  

 

 

 

 

（発電所）  

  

 

総 括 ・ 品 質  
保 証 部 長  

  
総括管理課長     

    
品質保証グループ長     

    
検査管理課長     

      
                          

総 務 部 長 
  

資材調達課長     
      

 
 

運 営 基 盤  

部 長 

  
防災課長    

 
   

核物質防護課長    

 
   

放射線管理課長    

廃止措置主任者 
   

デジタル技術課長    
        

※１ 
 

発 電 所 長  
    

発 電 部 長  

  
運転管理課長       

      
施設保安課長      

原子力発電所保安運営審議会 
    

廃棄物管理課長     

  
   

発電指令課長    
      
  

エ ン ジ ニ ア  

リ ン グ 部 長 

  
安全・系統管理課長     

    
共通設計課長     

    
設計調達課長     

    
原子燃料課長     

      
     

保修管理課長   

保 修 部 長 

  
    

機械保修課長     
    

電気保修課長      
      
  

土 木 建 築  

部 長  

  
土木課長     

    
建築課長     

      
  

廃 止 措 置  

部 長  

  
廃止措置計画課長     

    
廃止措置工事課長     

      
  

原子力研修センター所長   
      

 

図４(2) 保安に関する組織（発電所） 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（浜岡原子力総合事務

所及び浜岡原子力総合

事務所長の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（発電所長を原子力

部長管下から原子力

本部長直下に所管変

更） 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（浜岡原子力総合事務

所の削除） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（保安に関する職務） 

第５条 廃止措置に関する職務については，以下に定める保安に関する職務のほか，会社規程である組

織管理規程に従って行う。 

２ 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

(1)  ［略］ 

(2)  ［略］ 

(3) 原子力本部長は，品質保証活動（内部監査を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステム管

理責任者として，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，原子力部門及び原

子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な

安全文化を育成及び維持するための活動を統括すると共に，原子力部長，原子力土建部長及び原

子燃料サイクル部長の行う保安活動を統括する。 

(4) 原子力部長は，原子力発電保安審議会の委員長として，原子炉施設の保安に関する基本的重要

事項の審議を主宰すると共に，浜岡原子力総合事務所長の行う保安活動を統括する。また，原子

力部門及び原子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活

動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を行う。 

(5)  ［略］ 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

(8)  ［略］ 

(9)  ［略］ 

 ３ 浜岡原子力総合事務所長は，発電所長の行う保安活動を統括する。 

 ４ 保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) 発電所長（以下「所長」という。）は，保安に関する業務を統括する。 

(2) ～ (28)  ［略］ 

(29) 第４項(3)から(27)の課長及びグループ長（以下「課長」という。），施設保安課長，共通設

計課長，設計調達課長，保修管理課長，機械保修課長並びに原子力研修センター所長（以下「部

署の長」という。）は，組織管理規程に定める業務分掌に基づき緊急時の措置，保安教育並びに

記録及び報告を行う。 

(30) ［略］ 

(31) 各部署の長は，第４項に定める業務の遂行にあたって，グループ員，課員（当直員を含む。）

又は原子力研修センター員（以下「グループ員」という。）を指示・指導し，所管する業務を遂

行する。また，グループ員は，各部署の長の指示・指導に従い，業務を遂行する。 

 

 

 

 （保安に関する職務） 

第５条 廃止措置に関する職務については，以下に定める保安に関する職務のほか，会社規程である組

織管理規程に従って行う。 

２ 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとおり。 

(1)  ［略］ 

(2)  ［略］ 

(3) 原子力本部長は，品質保証活動（内部監査を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステム管

理責任者として，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，原子力部門及び原

子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な

安全文化を育成及び維持するための活動を統括すると共に，原子力部長，原子力土建部長，原子

燃料サイクル部長及び発電所長の行う保安活動を統括する。 

(4) 原子力部長は，原子力発電保安審議会の委員長として，原子炉施設の保安に関する基本的重要

事項の審議を主宰すると共に，原子力部における発電所の保安に関する業務を統括する。また，

原子力部門及び原子力関係部門における関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるため

の活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を行う。 

(5)  ［略］ 

(6)  ［略］ 

(7)  ［略］ 

(8)  ［略］ 

(9)  ［略］ 

 

 ３ 保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) 発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における保安に関する業務を統括する。 

(2) ～ (28)  ［略］ 

(29) 第３項(3)から(27)の課長及びグループ長（以下「課長」という。），施設保安課長，共通設

計課長，設計調達課長，保修管理課長，機械保修課長並びに原子力研修センター所長（以下「部

署の長」という。）は，組織管理規程に定める業務分掌に基づき緊急時の措置，保安教育並びに

記録及び報告を行う。 

(30) ［略］ 

(31) 各部署の長は，第３項に定める業務の遂行にあたって，グループ員，課員（当直員を含む。）

又は原子力研修センター員（以下「グループ員」という。）を指示・指導し，所管する業務を遂

行する。また，グループ員は，各部署の長の指示・指導に従い，業務を遂行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（浜岡原子力総合事

務所長の職務を原子

力本部長の職務に移

管） 

（原子力部長の原子力

部における職務の明確

化） 

（浜岡原子力総合事務

所長の職務の削除） 

（発電所長の発電所

における職務の明確

化） 

（第３項の削除に伴う

項番号の繰り上げ） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（原子力発電所保安運営審議会） 

第７条 発電所に原子力発電所保安運営審議会（以下「保安運営審議会」という。）を設置する。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 保安運営審議会は，委員長，廃止措置主任者及び第５条第４項(2)から(29)に定める職位の内，発

電指令課長を除く各職位に加え，委員長が指名した者で構成する。 

 

（原子力発電所保安運営審議会） 

第７条 発電所に原子力発電所保安運営審議会（以下「保安運営審議会」という。）を設置する。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 保安運営審議会は，委員長，廃止措置主任者及び第５条第３項(2)から(29)に定める職位の内，発

電指令課長を除く各職位に加え，委員長が指名した者で構成する。 

 

 

 

 

 

・原子力本部の管理体

制の見直しに伴う保安

に関する組織及び職務

の変更 

（第５条第３項の削除

に伴う項番号の繰り上

げ） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

 

 

附  則（令和２５年１２月２４日     第 1312241号） 

（施行期日） 

第１条 本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から施行する。 

 

 

・附則第１条に施行期日

を規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


